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はじめに

筆者は，障害児教育の歴史を研究するにあたって問題

史研究の立場をとっている１）。問題史研究とは，現代の

様々な課題を解決するために，過去に遡源して因果関係

を解明する研究方法である。そして，諸課題がもたらし

た実践現場への影響について検討し，民間サイドと行政

との拮抗関係を考察して現在の障害児教育の在り方につ

いて提言することを目指している。

このような研究方法を採り入れるのは，戦前・戦後を

とおして民間人によって障害児の教育問題が顕在化し，

行政との拮抗関係を経て今日に至っていることに依拠し

ている。このことは，障害児教育史の特徴といえる。

彼らへの公教育は，非障害児に比べて歴史が浅く，様々

な問題を民間人が浮き彫りにしたことで成立・発展して

きた。言い換えると，障害児・者の教育は民間人が問題

視しない限り，埋没していたといえる。公教育が明治期

に成立したのは周知のことである。しかし，障害児教育

については，戦後になってからであった。１９４７年に学校

教育法ができて初めて学校教育体系に位置づけられ，障

害児教育諸学校の設置が義務づけられた。にもかかわら

ず，養護学校については，都道府県の設置義務が延期さ

れ，１９７９年になってその設置義務が課せられた。このよ

うに，通常教育に比べて障害児教育が立ち遅れたという

歴史的事実は，戦前からの多くの課題を現代に積み残し

ている一因であるといえよう。現在，ノーマライゼーシ

ョン社会の実現や，特殊教育から特別支援教育への転換

が提唱され，障害の有無にかかわらず地域で共に生き，

共に学ぶことが重視されている。しかし一方では，これ

らの実現を阻んでいる障害者への差別や偏見の存在，障

害児をめぐる教育を受ける権利や交流教育の問題が現存

している。そこで，こうした教育上の実践課題における

歴史的背景を探り，その因果関係を明らかにして現在の

障害児教育の在り方について提言したい。
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�．障害者への差別や偏見と歴史的背景

１）古代社会にみられる障害者への差別と偏見

障害者への差別や偏見の源は，古代社会に遡る。加藤

康昭は，現在の差別や偏見をもたらした障害者観を形作

ったものとして，次の三点を挙げている。�神道や民間
伝承，�仏教，�政治的イデオロギー。神道における障
害者観は，畏れと怖れの両面から，一般の人々とは異な

る者，という意識を植え付けたという。そして，民間伝

承として神と同様に敬う信仰が存在する一方，穢れた存

在として忌み嫌うといった相反する障害者観が生まれ

た。その後，仏教思想による因果応報説は障害のある子

どもを生むことは前世において罪を犯したため，という

考え方を人々に浸透させた。さらに，政治的意図により

天皇を頂点とする中央集権国家を強化するために浄い存

在としての天皇に相対峙した存在として「穢人」や障害

者を位置づけ，貶めたという２）。加藤は，これら三つの

要因のうち，政治的意図を重視しており，前述の民間人

と行政との拮抗関係により障害児教育の問題が顕在化し

てきた点に注目している。そして，障害者への差別や偏

見が国家の意志により形作られ今日にいたっていると捉

え，国家政策の問題を明らかにすることを研究の主眼と

している。

河野勝行は，障害者差別の成立は階級社会の成立と同

時であると述べている。原始共同体社会での生産力の増

大は，生存を認められ保障される病人や障害者の拡大に

つながるはずであったが，古代律令国家の成立によって

支配階級の利己的で排他的な利益の追求がその可能性を

奪ったという。また，日本書紀に見られる「蛭児神話」

は，障害者差別と女性差別を正当化しており，交合のと

きに女神イザナミが男神イザナギに先んじて口を開き，

男尊女卑の教えに背いたために「蛭児」（障害者）が生

まれたという。河野は，古代天皇制とその国家は律令制

度に基づいて人民を支配・収奪し，障害者生存の物的条

件を奪って，障害者差別を再生産しただけでなく，それ

を正当化するイデオロギーをも作り出したと批判してい

る。障害児出産の責任を女親に帰する論理は９世紀初頭

の仏教説話集「日本霊異記」の中にみられた。しかし一
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方では，信仰心の篤い夫婦が障害児を愛育したところ，

子どもの掌から仏舎利がこぼれ落ちたという記載もあっ

た。河野はこの説話を，障害児の生存を守ろうとする民

衆側の論理であり，障害者観における支配階級と人民と

の対立・闘いの有機的一環であると捉えている３）。

河野は，障害者をけものに近い者とみなす差別的な障

害者観＝「五体不具」説は天皇や貴族たちによって作り

出されたとしている。浄化された存在である天皇に対し

て，彼らは不浄の者であり，けものに近い存在として「穢

多思想」が浸透していった。こうして，社会構造として

階級制国家を確立するために，人間としての価値基準が

意識的につくられたという３）。

２）国家政策としての障害者差別

前節で取り上げたように国家による意図的な政治的イ

デオロギーによって障害者は差別されたが，明治期にお

いて特筆すべき差別は教育施策にみられた。富国強兵策

のもと，１８７２年に学制が敷かれ，公教育が成立した。し

かし，障害者は国家の役に立たない者として，就学猶予・

免除の対象になった。１８８６年に第一次「小学校令」に就

学猶予規程が設けられ，猶予の理由に疾病や貧困などが

挙げられた。１８９０年の第二次「小学校令」に就学免除規

定が示され「白痴」（筆者註：重度知的障害）が対象に

挙げられた。そして，１９００年の第三次「小学校令」では

猶予対象に「病弱又は発育不全」と貧困児童，免除対象

に「瘋癲，白痴又は不具廃疾」が挙げられた。

第三次小学校令の下で学齢児童の就学率は急激に伸

び，１８９５年は約６１％であったが，１９００年には８０％を越

え，１９０５年には９６％に達した。このような急激な就学率

の向上の背景として，安藤房治は地方での就学奨励策の

強化を挙げている４）。安藤によると，貧困児童を対象に

就学率の向上が図られた。障害児はその対象から外さ

れ，一例として千葉県では「廃疾不具等の実際就学に堪

えざる者」を除いて就学率向上の目標値を設定してい

た４）。

その後，１９４１年に太平洋戦争が勃発した年に「国民学

校令」が公布され，就学猶予・免除対象のうち，貧困児

童が削除され障害児のみが存続することになった。

このような障害者排除の政策は，一般民衆にすぐに受

け入れられたのであろうか。この点については，社会保

障が十分でない時代ほど，障害児の存在は家族や地域共

同体の生活を脅かす者として疎んじられたのでないかと

考えられる。

わが国で最初の公的救済の法律は，１８７４年の「恤救規

則」である。同規則は，「人民相互の情誼」が重視され，

「済貧恤窮ハ人民相互ノ情誼ニ因テ其方法ヲ設ヘキ筈ニ

候得共目下難差置無告ノ窮民ハ自今各地ノ遠近ニヨリ五

十日以内ノ分左ノ規則ニ照シ取計置委曲内務省ヘ可伺出
―１
此旨相達候事」５）とされた。そのため，公的救済は最小

限に抑えられた。内務省は，１８７５年７月，恤救規則を実

施するために共救の申請を出すときの基準を示した。そ

して，これに照らし合わせて調査をして伺いを出すよう

に通達した。申請内容は，病名，氏名，年齢，本人の病

気の状態，親戚の助力の有無，町村の援助の状態等，細

かく定められていた６）。各都道府県では，国の方針をど

のように受け止めていたのであろうか。岡山県では，先

の通達を受けて同年９月に正副区戸長に次のような通達

を出している。「…内務省ヨリ別紙ノ通達シ有之候付向

後右ニ照準目下難差置分ノミヲ厳密取調更ニ可候出尤伺

出ノ上ハ実否聞繕ヒ候儀モ可有之候間此旨相心得疎漏ノ

（後略）」６）この文面からわかるように，内務省の通達を

厳守して調査を行うよう，正副区戸長に命じている。そ

して，内務省に救恤の許可を得るために１８７６年に提出し

た「窮民恤典施行ノ件」には国の申請形式に基づいて窮

乏の状態が克明に報告されていた７）。申請内容には本人

のみならず一家揃って廃疾，疾病に罹るなど生計を立て

る者が一人もなく，他に頼る親戚がいない赤貧の者，と

記されていた。また，前述に加えて「他ニ便ルヘキ親戚

無之村内ノ情誼ヲ以テ扶助シ来レモ難行届赤貧ノ者」と

記された。このことから，「無告の窮民」とは，家族や

親戚，村内（地域共同体）の誰も救済できない場合に限

られていた者であったことがわかる。そして，救済の数

が増えると，政府は１８８６年３月に「恤救規則心得第八条

一家数人救助ノ事」において，救助方法や親戚隣保相救

の情誼の欠如を叱責して精密な調査によって官の救済を

減少すべきであると各都道府県に内務省訓令を出した。

これを受けて各都道府県は官金救恤増大の防止を図っ

た８）。岡山県においては同年，郡戸長などに窮乏の際に

は恤救規則の精神に基づいて町村民がお互いに助け合う

ように促し，県民各自に共同体としての責任を強調し

た９）。

明治期における公的救済は，先のことからわかるよう

にあくまでも「人民相互の情誼」を根底においていた。

また，申請形式や内容から言えるように地域共同体に責

任を負わせていた。このような状況下においては，障害

者の存在が家族のみならず地域共同体の生存までも脅か

すことになり，彼等への風当たりが強かったであろうと

推測できる。それはまた，彼等に対して否定的，差別的

な発言や態度をもたらしたと考えられる。

石島晴子は，明治期に知的障害者がどのような認識を

もたれていたか調べている。石島は，「痴児・痴人」な

どは本来，「痴」が愚かとか知恵が足りないという意味

であり，その状態が問題にされたのではないかと述べて

いる。また，「廃疾」は，一般的には「盲者・聾唖者・

肢体不自由者等」を指し，「廃人」とともに社会的に役

に立たない者であるという障害者（廃人）観に知的障害
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者も含めていたとしている。そして，彼らに対する概念

が明確になっていくにつれ，「白痴」は知的障害の重い

人々を指す語として用いられたが，知能検査のない当時

にあっては，障害の程度よりも「白痴（全く職業をなす

ことが出来ない者），半痴（わずかに職業をなす者）」と

いった，社会的な能力をもつかどうかを問題としていた

のではないかと述べている１０）。

生瀬克己は，障害者に対する否定的な考えは時代を遡

るほど強くなると指摘している。そして，１９３６年１２月３１

日付けの読売新聞に「盲目・聾唖児童らの義務教育への

一歩奨励費二十万円を府県へ交付不就学の根絶を期す」

の記事に，「盲聾唖」児童の不就学は半数以上を占めて

いると紹介しているが，その他の障害児については一言

も記していなかったと述べている。また，不就学の原因

を「不具」からくる羞恥心を挙げているのに対して，五

体満足な人だけの社会とその暮らしが当然のこととされ

ているからこそ，自分の障害に羞恥心を感じるしかなか

ったと述べている１１）。

３）戦前・戦後に見られる国家政策としての障害者差別

障害児教育は，冒頭で述べたように戦後，学校教育体

系に位置づけられた。特殊教育諸学校として盲学校，聾

学校，養護学校が明記されたが，養護学校については，

都道府県の設置義務が延期された。１９５１年の「児童憲章」

において全ての児童の権利保障が強調され，第６条に「全

児童の就学保障」，第１１条に「障害児の適切な治療と教

育と保護の保障」が掲げられた。しかし，その精神は教

育施策に反映されなかった。むしろ，先の実例からわか

るように，為政者による意図的な障害者差別が教育政策

として行われていた。

また，明治期に成立した「就学猶予・免除規定」は，

学校教育法第２３条に受け継がれて今日に至っている。そ

して，１９５３年の「教育上特別な取り扱いを要する児童生

徒の判別基準」（文部省通達）において具体化された。

知的障害児の場合，学校教育の対象は IQ５０から７５程度

の「魯鈍級」（筆者註：軽度）であり，IQ２０ないし２５か

ら５０までの「痴愚」（筆者註：中度）で高度遅滞は猶予，

軽度遅滞は教育対象，IQ２５以下の「白痴」は教育対象

外とされた１２）。その後，１９７８年に「教育上特別な取り扱

いを要する児童生徒の教育的措置について」の通達が出

されて猶予・免除対象を「治療又は生命・健康の維持の

ために療養に専念するのが困難又は不可能な者」とされ

た。このように，猶予・免除の理由が異なるとはいうも

のの，法制度によって障害児の教育を受ける権利が阻害

されている状況下にある。

１９８０年代以降，障害者施策は具体的で効果的なものに

なっていった。政府は，１９８１年の「国際障害者年」を契

機に障害者の「完全参加と平等」を謳い，差別や偏見を
―１
取り除くための啓発活動に力を注いだ。そして，翌年に

障害者対策に関する長期計画を策定した。１９９３年には「ア

ジア太平洋障害者の十年」が採択され，政府は「障害者

対策に関する新長期計画―全員参加の社会づくりをめ

ざして」を発表した。同年，「障害者基本法」において

ノーマライゼーション社会の実現に向けて国及び都道府

県が具体的な計画を立てることが義務づけられた。１９９５

年には「障害者プラン―ノーマライゼーション７カ年

戦略」が発表されて，具体的な重点目標が明らかにされ

た。

こうして，政府は障害者への差別を取り除く施策を進

めたが，反面，障害者の生存権を脅かす法律を戦前・戦

後を通して長らく残すといった過ちを犯した。それ

は，１９４８年にできた「優生保護法」である。同法は，戦

争が激化していた昭和初期の１９４０年にできた「国民優生

法」と趣旨を同じくした。この法律は，ナチスドイツの

「断種法」（劣悪な遺伝子を持つ人に断種を行う法律）

を参考に制定されていた。優生保護法の目的は，「優生

上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに，母

性の生命健康を保護する」とされた。そして，障害等を

もっている理由で「生殖を不能にする手術」（優生手術）

を優生保護審査会の命令によって行うことができた。日

本障害者協議会をはじめ，各障害者団体は，「障害者は

社会にあってはならない存在」と露骨に謳っている同法

の抜本的見直しを政府に求めていった。その結果，１９９６

年６月１３日の参議院本会議で，改正案が議員立法として

可決成立し「母体保護法」に改正された１３）。この法律が

存続していた時期と，先のノーマライゼーション社会の

実現に向けた施策とが同時期であることを考えると政府

の対応には明らかな矛盾が認められる。

加藤美紀・津曲裕次は，障害者に対する差別や偏見の

構造を社会思想としての「優生学」の形成過程と特徴か

ら明らかにしようとした。そして，明治期から昭和初期

にかけての国定及び検閲教科書を中心に分析した。先の

「国民優生法」が制定された昭和初期に，優生学に関す

る論文や刊行物の内容には「優生断種」を手段として障

害者らの「不良子孫の出生の防止」を図るものが多く見

られたという。主に婦女子や障害者に向けて，「優生断

種」及び貧困階級における中絶の認可等を軸とした「優

生政策」や，生理衛生の教科書に伝染病や遺伝病の予防

及び形質遺伝に関する警告等を実施し，教化した。そし

て，教育，特に修身において国家の意向を反映しようと

したと指摘した１４）。

加藤らは，明治前期から後期にかけて，優生学が客観

的事実からモラルや教育理念といった国家主導的なもの

に変質したと述べている。明治初期から優生学は官学と

して学ばれ，次代の国家官僚により強固な形で教化され

ていったという。並行して，１９１５年に日本遺伝学会が政
１４―
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府主導で設立され，医学者を中心に遺伝病等の医学的処

置を目的とした優生に対する具体的施策が検討された。

この施策が実施されたのは１９４０年の「国民優生法」の制

定以後であるが，この法により，「優生断種」の強制執

行が合法的に行われるようになった。これは，障害者の

生命権を法律という政治的立場から否定し，それを受け

て実際に医学的立場から「優生断種」等の手段によって

生命権を剥奪するといった，障害者に対する意識及び処

遇の決定を意味したという。このことから，戦前の日本

における障害者観は国家に先導された形でほぼ形成され

たと考察している１４）。加藤らの研究から明らかなよう

に，歴史的事実として，政府は優生学の立場から障害者

への差別を助長してきた。そして，教育によって障害者

観を浸透させようとしてきた。戦前における教育による

思想統制は，障害者への差別を学校段階から育んでいた

と言える。戦後，特に１９８０年代以降，政府はノーマライ

ゼーション社会の実現に向けて教育，福祉，医療，労働

など，様々な生活場面において具体的な施策を行ってい

る。しかし，教育の力による思想統制が障害者差別を助

長してきたことを考えたとき，現行の教育施策では不十

分である。例えば，筆者は障害者の歴史教育について学

部学生や現職教員を含む大学院生に教えているが，多く

の受講生は，彼らの歴史について学んできていない。歴

史的事実が知らされていないということは，障害者の公

的処遇問題が多くの人々に認識されないままに今日に至

っているということである。また，小学校における人権

教育は同和教育が中心であり，障害理解教育が進んでい

ない１５）。さらに，後述のように心のバリヤフリーに有効

だと言われている交流教育の問題が挙げられる。このよ

うな教育上の問題は国や都道府県レベルで積極的に取り

上げない限り，定着が難しいと考えられる。

�．障害児の教育権をめぐる歴史的背景

１）障害の重い子どもの教育保障

障害の重い子どもについて，本節では，重度知的障害

に限定して論を進めたい。前章で述べたように，１８９０年

の第二次「小学校令」において「白痴」は就学免除の対

象とされた。そのため，施設で教育が行われたのであっ

た。わが国で最初の知的障害児施設「滝乃川学園」が１８９６

年に石井亮一（１８６７～１９３７）によって創設され，「白痴」

教育の可能性が実践で明らかにされた。石井は，セガン

（筆者註：フランスの知的障害教育の先駆者１８１２～８０）

の生理学的教育方法を導入し，教育・生活・労働・医療

など，障害児の発達要求を統一的に保障しようとし

た１６）。

では，学校教育においては，「白痴」の就学はなかっ

たのであろうか。１９１１年に文部省普通学務局は，特殊児
―

童の実数，取り扱い法や特殊児童のために編制している

学級数の実態調査を行った。同調査において，就学免除

及び猶予児童として「白痴」は３４３１人いたが，在学児童

の中にも４７７１人いた。杉浦守邦は，この点について，こ

の調査が医師や専門家などの診断によるというより，教

師の判断によるものと推測している１７）。このことは，就

学猶予・免除規定は，戦後に比べて学校現場（教師）の

裁量に委ねられていた部分があったと考えられる。その

一例が徳島県にみられる。海部郡由岐尋常高等小学校で

は，１９１０年に特別学級を編制して「劣等児・低能児」と

合わせて「白痴に近き者」も受け入れて実践していた１８）。

戦後，重度知的障害児が学校教育の中心的実践課題に

なったのは，１９７９年の養護学校教育義務制実施以降であ

る。それまでは，施設で彼らの教育が行われた。重度知

的障害児の教育の必要性を人々に知らしめた人物として

糸賀一雄（１９１４～６８）が挙げられる。糸賀は，「発達保

障」の理念のもと，障害者の教育と福祉の主唱者として

戦後の障害者福祉に開拓者的役割を果たした。１９４６年に

知的障害児を対象にした近江学園を創設し，１９６３年には

重症心身障害児の施設「びわこ学園」を設立した。この

間，「この子らを世の光に」を実践的主張の一つに掲げ

た１９）。糸賀は，「白痴」の施設をつくること自体が「健

全な社会」からはみ出した「特殊な社会」をつくること

になるのでは，といった問題意識をもちつつ，彼等に教

育を行う中で，子どもたち一人ひとりの無限に秘めてい

る可能性に気づいた。「白痴」の子どもたちは「見込み

のない者」と特別視されがちであるのに，教育によって

豊かな発達が招来された事実から，学園での彼らへの評

価は世間の評価とは異なっていった。もはや，特殊な存

在ではなく，観念的，理念的な意味ではなく，ありのま

まの生身で，この子たちも同じだということを実感し

た。そして，彼らにとってかけがえのない人生を大切に

して生き甲斐を追求し，施設で具現化しようとした。糸

賀は，単に隔離すればよいのではなく，子どもたちの特

殊性やかけがえのない個性を生かす方策を考え，共に生

きる者としてこの子たちにふさわしい生き方がどうある

べきか問われていると考えた２０）。そして，全国各地で講

演を行い，人々を啓蒙し続けた。糸賀の思想はまさに，

日本におけるノーマライゼーション思想の源流と考えら

れる。

こうして，重度知的障害児の教育は，戦前・戦後をと

おして施設を中心に行われた。だが，１９７９年の義務制実

施にともなって，同年，重度の障害の子どもたちを対象

にした「訪問教育制度」ができ，学校教育への道筋につ

ながっていった。これまで，家庭や施設，そして病院に

いて学校に通えない子どもたちは就学を猶予・免除され

ていたが，同制度ができて教員が彼らのもとへ出向くこ

とで学籍を得ることができたのであった。
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日本教育学会障害児教育研究委員会は，先の法制度を

受けて障害児学校にいわゆる「障害の重い子どもたち」

が入学してくることを想定して，法制度班，歴史班，教

育内容班の３班に分かれて研究に着手した。筆者は，教

育内容班に所属して彼らの教育課程について５年間にわ

たって取り組んだ。教育の目標を憲法や教育基本法で謳

われている民主的人格の形成をめざすことにおき，彼ら

にとっての教育の意味について検討した。そして，既に

障害の重い子どもたちの実践に着手していた養護学校と

共同して具体的な教育内容を検討した。その結果，子ど

もたちが「要求を出し，その活動の力を獲得すること，

それを保障すること」を重視し，発達と教育との関係性

に注目した２１）。こうした１９７０年代後半から１９８０年代にか

けて行われた研究成果が今日まで引き継がれている。

２）障害児の教育目的「自立」をめぐる問題

障害児に教育が行われたのは，１８７８年の「京都盲唖院」

が最初である。これに先立ち，障害者教育問題が顕在化

したのは，東京養育院においてであった。同院は，１８７２

年１０月に老幼男女２４９０名を収容したがその中に相当数の

障害者がいた。入院資格に「単身白痴者ニシテ頼ルベキ

所ナキモノ」といった記述や１８８９年の在院者に「病弱，

不具，盲人」がいた。１８９６年には学齢に達した「盲唖児」

を東京盲唖学校に通学させた。並行して，「白痴」「唖人」

に対する職業教育が始まり，彼らは機織や草引き，洗濯，

裁縫，子守等の仕事に就いていた２２）。

障害のある者は，「働けない者」として蔑視されてい

たため，明治期に彼等の教育の必要性を主張した民間人

は，教育によって独立自活できるようになることを広く

浸透させようとした。そして，「盲聾唖」者が独立自活

できる者として取り上げられた。特筆すべきこととし

て，この時期に障害者自身が盲唖学校設立に係わってい

た。松村精一郎（１８４９～９１）は，聴覚障害と肢体不自由

を併せ持っていたが，「自分が聾吃の身体障害者として

不幸を嘗めた苦い経験から同じ運命に悩む人々のため」

に１８８０年に「私立金沢盲唖院」を設立した。そして，「天

賦ノ良智良能ハ毫モ完人ト異ナルコト無シ」と進歩的平

等観を主唱した。北野与一は，こうした障害者観には切

実性が見られ，当時の障害者たちの心情を代弁してお

り，注目に値すると述べている。しかし一方では，教育

目的を「自営自活ノ人」に置き，「自営自活ノ人タラシ

メハ其一家一郷ノ厄介ヲ免ルゝ者即チ国家ヲ利スルモ

ノ」という認識がその基底にあったという。ここには，

山尾庸三〔筆者註：「楽善会訓盲院」（東京）の設立（１８８０

年）に尽力し，建白書に教育による自活を強調した〕な

どと同様の「無用有用化，国家経済一助という功利的・

投資的」な障害児教育観が見られると指摘している２３）。

こうして，「盲聾唖」児学校で独立自活するための職

１

―１
業教育が行われ，戦後に受け継がれて今日に至ってい

る。このような独立自活＝自立という自立観のもとで

は，障害の重い子どもたちの自立は不可能である。筆者

は，障害児教育における職業教育をめぐる自立観の変遷

について論じた際，「義務としての自立観（自助努力を

強調する）」ではなく，「権利としての自立観（自立のた

めの援助や制度の充実を求める）」の確立を提案した２４）。

働くことに生き甲斐を見いだすことは障害の有無に関わ

らず現存している。「権利としての自立観」に依拠した

とき，彼らが働ける環境作り，すなわち環境条件の整備

を図る必要があり，法制度化していく必要があろう。

戦後におけるわが国の最初の障害者雇用施策は，１９６０

年の「身体障害者雇用促進法」である。同法の制定に際

して，労働省は，身体障害者が失業や不完全就業の状態

におかれている原因を次のように挙げている。�国民一
般，特に雇用主が身体障害者の職業能力を真実の能力よ

り低いものとみている，�労務管理上特別の負担を伴
う，�身体障害者自身が健常者に伍して働くことに必ず
しも積極的でない。そして，これらの原因をもたらす社

会的経済的要因として，�国民一般の差別的観念が払拭
されていない，�能力を補強する訓練・施設が不十分で
あることを挙げている２５）。この法律は，官公庁は義務雇

用，民間事業所は努力目標であった。１９７６年の改正で全

てが義務雇用となり，１９８７年に「障害者の雇用の促進等

に関する法律」に改正され，法律の対象を全ての障害に

拡大し，１９９７年の改正で知的障害者の義務雇用が成立し

た２６）。

１９８７年の主な改正点は，先述のことに加えて，次のこ

とが挙げられた。�ノーマライゼーションの理念を障害
者雇用の基本理念とする，�知的障害者を雇用率制度の
対象とし，雇用率に参入する，�職業リハビリテーショ
ンを法律の中に位置づける。同法の改正は，従来の身体

障害者中心の施策から全ての障害者への拡大を意味した

が，精神障害者への施策格差が大きかった２６）。

手塚直樹は，１９８１年の「国際障害者年」や，１９９３年の

「アジア・太平洋障害者の１０年」における「障害者施策

に関する新長期計画―全員参加の社会づくりをめざし

て（１９９３年から２００２年）」の策定が障害者雇用に大きな

影響を与えたとしている。手塚によると，国際障害者年

に掲げられた「完全参加」は，障害者自らが「施策決定

段階への参加」を重要な要件としていた。この考え方

は，１９８７年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」や

９９３年の「障害者基本法」の基本理念とされた。手塚は，

これについて彼らが今まで社会の片隅に位置づけられて

いた歴史の中で画期的な理念を確立したと述べてい

る２７）。

手塚は，障害者雇用政策が「職業を通じての自立」「障

害者は企業で働くことを求めている」に基本がおかれ，
１６―
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その実現のために「事業主の社会連帯の理念に基づく共

同の責務」が掲げられているが，今後とも強固に維持で

きるのか疑問を抱いている。重度障害者の自立と社会参

加は，援助の在り方を求めて多様になっているという。

従来のように，雇用＝企業就労という選択肢では，企業

就労を選択しない，またはできない障害者が相当に増加

していると述べている。そして，企業就労と福祉就労と

が切り離されている時代は雇用問題として認識していれ

ばよかったが，これからは全ての障害者の立場に立っ

て，各々のニーズに基づいた自立と社会参加の実現を図

っていくことが必要になってくると指摘している。ま

た，「事業主の社会連帯の理念，共同の責務」に基づく

「雇用納付金制度の維持困難な現状」や「法定雇用率を

達成する企業がますます減少してきている現実」から，

これらの制度における基本的な考え方の見直しが迫られ

ていると提言している２８）。

�．交流教育をめぐる歴史的背景

特別支援教育は，統合教育やインクルージョンとの関

連で取り上げられているが，わが国の制度としては，交

流教育と関連している。

障害者基本法が１９９３年度にでき，ノーマライゼーショ

ン社会を実現するための国や都道府県の責務として具体

的な行動計画を作成することが定められた。そして，こ

の法律を受けて，１９９５年に「障害者プラン―ノーマラ

イゼーション７カ年戦略―」が示された。同プランの

中で，心のバリヤフリーに交流教育の推進が掲げられ

た。

交流教育の歴史は１９７０年代に遡る。１９７１年に，「盲・

聾・養護学校学習指導要領」に交流教育が初めて位置づ

けられた。そして，１９７９年度から全国小学校・中学校の

中から「心身障害児理解推進校」が指定され，１９９６年ま

で継続実施された。その成果が１９８１年，１９８４年，１９８６年

に「交流教育の実際」として冊子にまとめられた。１９８４

年度からは「心身障害児交流活動地域推進事業」が実施

され，１９９６年度まで継続実施された。１９９７年度には，先

の２つの事業を統合して「交流教育地域推進事業」とな

り，２００２年度に終了した。２００１年度からは「地域におけ

る交流活動の充実に関する調査研究」が開始された。同

年度には小・中・高等学校の学習指導要領に交流教育が

明記された。これは，障害児関係の学習指導要領に比べ

て３０有余年遅れていた。通常教育の学習指導要領に交流

教育が明記されるに至ったのは，１９９７年に遡る。同年１

月に，特殊教育の改善・充実に関する協力者会議「特殊

教育の改善・充実について（第一次答申）」の中で，交

流教育は全ての児童生徒に意義があり，小・中・高等学

校の教育課程上の位置づけなどについて十分検討する必
―１
要があるとされた。同年９月の第二次報告の中で，小・

中・高等学校の学習指導要領に盲・聾・養護学校の幼

児，児童生徒との交流について明確に位置づけ，交流を

推進する必要があるとされた。

交流教育の形態について，渡辺昭男は「学校間交流」

「地域交流」，「居住地校交流」とに分けている２９）。田村

真一は，居住地校交流の定義を「一人ひとりの児童生徒

が自宅を校区に含む公立小・中学校と行う交流教育活

動」としている。田村は，１９９６年に全国の盲・聾・養護

学校を対象に交流教育の実態調査を行った。その結果，

学校間実施校率９４．１％に対して，居住地校交流は３１．８％

と低かった。障害種別では盲学校３６．２％と最も高く，知

的障害養護学校が１４．８％と最も低かった３０）。

交流教育は，政策としては長年にわたり実施されてき

ているが，様々な問題が指摘されている。茂木俊彦らは，

旧文部省が進めてきた交流教育は，障害児に対しては適

応能力を高めるという観点からなされ，他方，通常の学

級の子どもに対しては思いやりを育てるという観点から

なされるという面がみられた，と述べている３１）。大久保

哲夫は，「理解推進校の指定や冊子の配布により，通常

の学校の教師や子どもに障害児や障害児教育への理解が

広がるなど効果が見られることは重要なことである。た

だし，内容的に見ると，道徳の指導や特別活動としての

交流が主で，心情的理解による心情の育成に止まってい

る場合が多い」３２）と指摘している。そして，荒川哲朗は，

交流教育により作られる障害者観について次のように批

判している。「…年に数回，教師が企画した交流教育は，

障害児に対する思いやりの場であったり，障害児が一生

懸命生きていることに驚かされたり，感心させられたり

する機会になる。交流教育は，障害児へ哀れ，いつくし

む慈善の精神のもとに，善い行いをかわいそうな障害児

へ施して，人としてのモラルを子供たちへ教え込むよう

に思えてくる（中略）。交流教育は，汚らしい部分も含

んだつきあいまで広がりをもたないし，時間的余裕もつ

くっていない。ただ，障害者像を表面だけ見て，勝手に

つくりあげているにすぎない」３３）位頭義仁は，交流教育

の問題を，年１～２回の交流や見学だけでは障害をもつ

人に対して好意的に態度を変容させることは不十分であ

り，全校的な教育課程の編成（道徳，特別活動，各教科）

と教材の収集や整備が必要であると指摘している３４）。

おわりに

筆者は，問題史研究の立場から為政者である国家の対

応が障害者差別や偏見を助長したこと，そのなかでも障

害の重い子どもたちの教育を受ける権利が剥奪されたこ

とを明らかにした。法制度が障害者の教育や生活環境に

多大な影響を及ぼしたとはいうものの，このような処遇
１７―
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に対して異を唱えた人々がいた歴史的事実は重要であ

る。すなわち，障害児教育は民間人によって成立・発展

しており，個人や運動団体として国に働きかけた結果，

今日に至っているといえる。このことから言えるのは，

現在，行政主導で提唱されている特別支援教育に対する

教育実践現場の在り方である。現在に比べて法制度が不

十分な状況下において，また否定的な障害者観が一般的

ななかで，率先して障害児教育を行った先人に学ぶ点は

多い。確固とした教育理念をもち障害者の教育を実践し

た石井亮一，糸賀一雄らは自己の信念にもとづいて彼ら

の教育に従事した。これらの人々から学ぶことは，教師

自身が主体性をもって教育に臨む，という基本的な事柄

である。「特殊教育から特別支援教育への転換期」に臨

み，行政主導ではなく，これまでの歴史と同様，教育実

践現場が中心に進めていく姿勢が重要であろう。

ところで，歴史的事実からわかるように，時代を遡る

ほど，障害者処遇は劣悪である。社会保障制度が十分で

ない時代においては，家族だけでなく地域共同体におい

ても彼らは「厄介」な存在とみなされた。それは，明治

期に入り，障害者に教育が必要だと考えた一部の人々が

「盲聾唖」に着目して独立自活を目指した職業教育を行

ったことから窺われる。つまり，働ける「盲聾唖」と働

けない「白痴」に対して国だけでなく世間の人々からも

異なる見方があったといえよう。そして，戦後になって

も雇用促進のための政策において身体障害者が優先され

ており，障害者間に対応の違いが認められる。一人一人

の教育的ニーズを把握することが重要であるといわれて

久しいが，今日では特別支援教育の方向性のなかで「特

別な教育的ニーズ」ということばが注目されている。そ

して，通常学級に在籍する学習障害や ADHDへの対応

が課題とされている。学校段階から卒業後の地域社会で

暮らすことを踏まえたとき，障害種別や程度によって教

育や生活環境に違いがあってはならない。障害の有無や

障害者間の格差をなくすことが，ノーマライゼーション

社会の実現につながるのではなかろうか。そのために

は，学校教育の段階で目の前の子どもたちに何ができる

か，何をしなければならないか，学校全体で検討する必

要があろう。教育実践の質を高めることは当然である

が，現状の法制度や運用実態を知り，教育の立場から子

どもたちが「権利としての自立」を可能にする支援内容

を保護者とともに考え，実践することが求められていよ

う。

本稿で取り上げなかった問題として，いわゆる「軽度

の障害児」に対する「通級による指導」の制度（１９９３年

度）や重度の子どもの生命や通学に関連する「医療的ケ

ア」などが挙げられる。歴史上，功績のあった人々は，

国家の政策に問題点を見出し，彼らのために声を上げ，

行動に移した人々と言える。その意味で，現状の問題を
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明らかにして解決する方策を見出すことが特殊教育から

特別支援教育への移行を円滑にするといえよう。
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The author studied about the historical background in the practice subject of education of the disabled, to

clarify causal relationship,and to propose about the state of the present education of the disabled.

The results were as follows :

� The national intentional policy was participating in the discrimination and prejudice to the disabled.

� Although the serious disabled’s educational rights were snatched by the nation, the civilian was educating

uniquely.

� The independence which is the disabled’s educational purpose was discussed involving vocational educa-

tion.

� Various problems were pointed out about transactional program between ordinary school and special

school.

The autonomy of the educational practice spot instead ot the administration initiative from these results is

important.

A Historical Study of the Practice Subject in Education of the Disabled

Yukari YAWATA

(Key words : Education of the Disabled, Prejudice and Discrimination, Educational Rights, Historical Back-

ground)
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